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規              則 

-- ---- ---- ---- ---- -- 

高知県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成22年８月10日 

高知県知事  尾﨑  正直 

高知県規則第60号 

高知県事務処理規則の一部を改正する規則 

高知県事務処理規則（平成15年高知県規則第44号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の９の(７)の表中25の項を26の項とし、24の項を25の項とし、23の項を24の項とし、22

の項を23の項とし、21の項を22の項とし、20の項を21の項とし、19の項の次に次のように加える。 

20  口蹄疫

対策特別

措 置 法

（平成22

年法律第

44号。以

下この項

において

「法」と

いう。）

に関する

事務 

(１)  職員による車両等の

消毒の実施（法第４条第

２項） 

    ○               

(２)  車両等の消毒のため

の設備を設置している場

所の表示（法第４条第４

項） 

        ○           

(３)  農林水産大臣への車

両等の消毒の義務を課す

必要がある地域の指定の

申請（法第４条第５項） 

    ○               

  (４)  農林水産大臣への患

畜又は疑似患畜の死体の

焼却又は埋却の支援を行

う必要がある地域の指定

の申請（法第５条第５項

において準用する法第４

条第５項） 

    ○               

  (５)  患畜等以外の家畜の

殺処分の勧告及び措置

（殺処分とする家畜の指

定を含む。）（法第６条

第１項及び第２項） 

    ○               

  (６)  患畜等以外の家畜の

殺処分の勧告及び措置に

係る当該家畜の所有者に

対する書面による通知及 

              ○    家畜保

健衛生

所長 
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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年 8 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第61号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

施行規則（昭和43年高知県規則第26号）の一部を次のように改正

する。

別表( 3 )エ中「せん孔、タイプ、電話交換、電信等の」を「電

子計算機への入力を反復して行う」に、「手指のけいれん、手

指、前腕等のけん、けんしょう若しくはけん周囲の炎症又は頸肩

腕症候群」を「後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の

運動器障害」に改め、同表( 4 )ア中「（合金を含む。）」を削

り、「付表の右欄に掲げるもの」を「同表の右欄に掲げる症状又

は障害であるもの」に改め、同表( 4 )ク中「アからキまで」を

「アからクまで」に改め、同表( 4 )中クをケとし、キをクとし、

カの次に次のように加える。

キ　石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸

水又はびまん性胸膜肥厚

別表( 6 )ア中「の業務」を「の業務、介護の業務」に改め、同

表( 7 )ケ中「肝血管肉しゅ」を「肝血管肉しゅ又は肝細胞がん」

に改め、同表( 7 )コ中「又は甲状腺がん」を「、甲状せんがん、

多発性骨髄しゅ又は非ホジキンリンパしゅ」に改め、同表( 8 )中

「前各号」を「( 1 )から( 9 )まで」に改め、同表中( 8 )を(10)と

し、( 7 )の次に次のように加える。

( 8 )　相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他

血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭

心症、心筋こうそく、心停止（心臓性突然死を含む。）、心

室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゅう破裂

（解離性大動脈りゅうを含む。）、くも膜下出血、脳出血、

脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及

びこれらに付随する疾病

( 9 )　人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又

は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた

精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病

別表付表中「腎障害」を「腎
じ ん

障害」に、「嗅覚障害」を「嗅
きゅう

覚

障害」に、「沃素」を「沃
よ う

素」に、「、いおう」を「、硫黄」

に、「顎骨え死」を「顎
が く

骨え死」に、「二酸化いおう」を「二酸

化硫黄」に、「門脈圧亢進」を「門脈圧亢
こ う

進」に、「沃化メチ

ル」を「沃
よ う

化メチル」に、「代謝異常亢進」を「代謝異常亢
こ う

進」

に、「又は嘔吐」を「又は嘔
お う

吐」に改め、同表付表備考 2 中「嘔
   

  び書面の交付（法第６条

第３項及び第４項） 

                   

  (７)  患畜等以外の家畜の

殺処分に係る損失の補て

ん及び損失の補償（法第

６条第９項及び第10項並

びに附則第４条第１項） 

        ○           

  (８)  患畜等以外の家畜の

死体の焼却及び埋葬を行

った者に対する費用の交

付（法第６条第12項） 

        ○           

  (９)  農林水産大臣への患

畜等以外の家畜の殺処分

を行う必要がある地域の

指定の申請（法第６条第

14項において準用する法

第４条第５項） 

    ○               

  (10)  (１)から(９)までの

事項以外の法に関するこ

と。 

        ○           

附  則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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吐」を「嘔
お う

吐」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成22年 8 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第62号

身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則

身体障害者福祉法施行細則（平成 5 年高知県規則第22号）の一

部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

高知県身体障害者福祉法施行細則

第 2 条の見出し中「指定」を「指定の申請等」に改め、同条第

 1 項中「による申請書を知事に提出しなければ」を「により知事

に申請しなければ」に改める。

第 3 条第 1 項中「、その指定」を「その指定」に改める。

第 5 条中「に規定する診断書及び同条第 3 項に規定する」を

「の診断書及び同条第 3 項の」に改める。

第 7 条の見出し中「申請等」を「申請手続等」に改め、同条中

「及び」を「又は」に改める。

第10条から第15条までを削る。

第16条中「（高知県立療育福祉センター長）」を削り、「別記

第15号様式」を「別記第12号様式」に改め、同条を第10条とす

る。

第17条中「（高知県立療育福祉センター長）は、法第11条第 2 

項及び第 3 項」を「は、法第11条第 2 項又は第 3 項」に、「別記

第16号様式」を「別記第13号様式」に改め、同条を第11条とし、

同条の次に次の 1 条を加える。

（判定書）

第12条　政令第 2 条の規定により身体障害者更生相談所の長が交

付する判定書は、別記第14号様式によらなければならない。

第18条の見出しを「（身体障害者生活訓練等事業等の開始等の

届出手続）」に改め、同条中「身体障害者相談支援事業等」を

「身体障害者生活訓練等事業等」に、「別記第17号様式」を「別

記第15号様式」に改め、同条を第13条とする。

第19条の見出しを「（身体障害者生活訓練等事業等の廃止等の

届出手続）」に改め、同条中「身体障害者相談支援事業等」を

「身体障害者生活訓練等事業等」に、「別記第18号様式」を「別

記第16号様式」に改め、同条を第14条とする。

第20条から第22条までを削る。

別記第 5 号様式総括表中「明記する」を「明記してください」

に、「を含む」を「を含みます」に、「記載する」を「記載して

「

を

「

に改め、同様式聴覚、平衡、音声、言語又はそしゃくの機能障害

の状態及び所見中「。（各々」を「（各々」に、「記述してくだ

さい」を「記載してください」に、「、流動食」を「又は流動

食」に、「、ほとんど無し」を「又はほとんど無し」に、「観察

する」を「観察してください」に、「や形態異常等」を「、形態

異常等」に、「をいう」を「をいいます」に、「とおりである」

を「とおりです」に、「を含む」を「を含みます」に、「末梢神

経障害」を「末梢
しょう

神経障害」に、「頬」を「頬
ほ お

」に、「記入上の

注意」を「記載上の注意」に、「、2,000Ｈｚ」を「及び2,000

Ｈｚ」に、「、ｃとした」を「及びｃとした」に、「、ｃのう

ち」を「又はｃのうち」に、「が聴取できない」を「を聴取する

ことができない」に、「「歯科医師による診断書・意見書」（別

様式）」を「歯科医師による診断書・意見書（別添）」に改め、

同様式肢体不自由の状況及び所見中「囲む」を「囲んでくださ

い」に、「記入不要」を「記載不要です」に、「ついている」を

「付いている」に、「10㎝」を「10センチメートル」に、「を除

く」を「を除きます」に、「記入する。）」を「記載してくださ

い。）」に、「原則とする」を「原則とします」に、「表示法と

する」を「表示法とします」に、「結ぶ」を「結びます」に、

「引く」を「引きます」に、「×△○印を記入する」を「×、△

又は○印を記入します」に、「筋力 0 、 1 、 2 」を「筋力 0 、 1 

又は 2 に」に、「筋力 3 」を「筋力 3 に」に、「筋力 4 、 5 」を

「筋力 4 又は 5 に」に、「指す」を「指します」に、「に記入す

る」を「に記載します」に、「はみ出し記入する」を「はみ出し

」

」

外　　　眼

中 間 透 光

眼　　　底

左 右

外　　　眼

中間透光体

眼　　　底

右 左

記入します」に改め、同様式脳原性運動機能障害用中「囲む」を

「囲んでください」に、

「ｂ　支持なしで立位を保持し、その後10ｍ歩行する。

（可能・不可能）

ｃ　いすから立ち上がり10ｍ歩行し、再びいすに座る。

（可能・不可能）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秒

ｄ　50㎝幅の範囲内を直線歩行する。　　（可能・不可能）」

を

「ｂ　支持なしで立位を保持し、その後10メートル歩行す

る。　　　　　　　　　　　　　　　　（可能・不可能）

ｃ　いすから立ち上がり10メートル歩行し、再びいすに座

る。　　　　　　　　　　　　　　　　（可能・不可能）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秒

ｄ　50センチメートル幅の範囲内を直線歩行する。

（可能・不可能）」

に、「及び乳児期」を「又は乳児期」に「適用する」を「使用し

ます」に、「43cm規格」を「43センチメートル規格」に、「被験

者前方の」を「被験者の前方に」に、「体や机」を「体又は机」

に、「（約10㎝）」を「（約10センチメートル）」に改め、同様

式心臓の機能障害の状況及び所見（18歳以上用）中「囲む」を

「囲んでください」に、

「コ　第Ⅰ誘導、第Ⅱ誘導及び胸部誘導（ただし、Ｖ ¹ を除

く。）のいずれかのＴの逆転　　　　　　　　（有・無）」

を

「コ　第Ⅰ誘導、第Ⅱ誘導及び胸部誘導（Ｖ ¹ を除きます。）

　　のいずれかのＴの逆転　　　　　　　　　　　（有・無）」

に、「記載する」を「記載してください」に改め、同様式心臓の

機能障害の状況及び所見（18歳未満用）中「囲む」を「囲んでく

ださい」に、「 6 月〜 1 年ごと」を「 6 月から 1 年までごと」

に、「 1 月〜 3 月ごと」を「 1 月から 3 月までごと」に改め、同

様式じん臓の機能障害の状況及び所見中「囲む」を「囲んでくだ

さい」に、「記入する」を「記入してください」に改め、同様式

呼吸器の機能障害の状況及び所見中「囲む」を「囲んでくださ

い」に、「使用する」を「使用します」に、「得られる」を「得

られます」に改め、同様式ぼうこう又は直腸の機能障害の状態及

び所見中「記入上の注意」を「記載上の注意」に、「腎瘻
ろ う

」を

「腎
じ ん

瘻
ろ う

」に、「腎孟
う

瘻
ろ う

」を「腎
じ ん

孟
う

瘻
ろ う

」に改め、同様式小腸の機能

障害の状況及び所見中「添付する」を「添付してください」に、

「併記する」を「併記してください」に、「囲む」を「囲んでく

ださい」に、「をいう」を「をいいます」に、「ものとする」を

「ものとします」に、「を除く」を「を除きます」に、「要す

る」を「要します」に、「 6 月の」を「、 6 月の」に改め、同様

式ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害の状態及び所見

（13歳以上用）中「いずれか」を「、いずれか」に、「ものとす

ください」に改め、同様式視覚障害の状況及び所見中「ものとす

る」を「ものとします」に、
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る」を「ものとします」に、「左欄には、」を「左の記載欄に

は」に、「右欄」を「右の記載欄」に、「記入してください」を

「記載してください」に改め、同様式ヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫の機能障害の状態及び所見（13歳未満用）中「以下の( 1 )

及び」を「( 1 )又は」に、「いずれか」を「、いずれか」に、

「による確認を必要とする」を「を行うものとします」に、「以

下の( 1 )の」を「( 1 )の」に、「「ＨＩＶ病原検査の結果」」を

「「ＨＩＶ病原検査」」に、「ものとする」を「ものとします」

に、「を含む」を「を含みます」に、「0.5㎝以上」を「0.5セン

チメートル以上」に、「 1 箇所」を「、 1 箇所」に改め、同様式

に次のように加える。　

肝臓の機能障害の状態及び所見 

１  肝臓機能障害の重症度 

 

  検査日（第１回）  検査日（第２回） 

 

  年    月    日  年    月    日 

  状態  点数  状態  点数 

肝性脳症 
なし・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
・Ⅳ・Ⅴ 

 
なし・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
・Ⅳ・Ⅴ 

 

腹水 

なし・軽度・中程

度以上 
 

なし・軽度・中程

度以上 
 

おおむね      ℓ    おおむね      ℓ   

血清アルブミン値  g/dℓ    g/dℓ   

プロトロンビン時間  ％    ％   

血清総ビリルビン値  ㎎/dℓ    ㎎/dℓ   

 

 

合計点数  点  点 

 
３点項目の有無（血清
アルブミン値、プロト
ロンビン時間及び血清
総ビリルビン値） 

有  ・  無  有  ・  無 

注  １  90日以上180日以内の間隔をおいて実施した連続する２回の診断・検査
結果を記載してください。 

２  点数は、Child−Pugh分類による点数を記載してください。 

＜Child−Pugh分類＞  １点  ２点  ３点 

  肝性脳症  なし  軽度（Ⅰ・Ⅱ）  昏睡（Ⅲ以上） 

  腹水  なし  軽度  中程度以上 

  血清アルブミン値  3.5 g/dℓ超  2.8〜3.5 g/dℓ  2.8 g/dℓ未満 

  プロトロンビン時間  70％超  40〜70％  40％未満 

  血清総ビリルビン値  2.0㎎/dℓ未満  2.0〜3.0㎎/dℓ  3.0㎎/dℓ超 

注  １  肝性脳症の昏睡度分類は、犬山シンポジウム（1981年）によります。 

２  腹水は、原則として超音波検査、体重の増減及び穿
せん

刺による排出量を
勘案して見込まれる量がおおむね１リットル以上を軽度、３リットル以
上を中程度としますが、小児等の体重がおおむね40キログラム以下の者
については、薬剤によるコントロールが可能なものを軽度、薬剤によっ
てコントロールができないものを中程度以上とします。 
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２  障害の変動に関する因子 

 

  第１回検査  第２回検査 

 
180日以上アルコール
を摂取していない 

○  ・  ×  ○  ・  × 

改善の可能性のある積
極的治療の実施 

○  ・  ×  ○  ・  × 

３  肝臓移植 

 
肝臓移植の実施  有  ・  無  実施年月日  年   月   日 

 
抗免疫療法の実施  有  ・  無     

注  肝臓移植を行った者であって、抗免疫療法を実施しているものは、１、２
及び４の記載を省略することができます。 

４  補完的な肝機能診断、症状に影響する病歴及び日常生活活動の制限 

 

補完的な肝機能診断  血清総ビリルビン値5.0㎎/dℓ以上 
有  ・  無 

 

検査日  年    月    日 

血中アンモニア濃度150μg/dℓ以上 
有  ・  無 

検査日  年    月    日 

血小板数50,000/㎣以下 
有  ・  無 

検査日  年    月    日 

症状に影響する病歴  原発性肝がん治療の既往 
有  ・  無 

確定診断日  年    月    日 

特発性細菌性腹膜炎治療の既往 
有  ・  無 

確定診断日  年    月    日 

胃食道静脈 瘤
りゅう

治療の既往 
有  ・  無 

確定診断日  年    月    日 

現在のＢ型肝炎ウイルス又はＣ型肝炎ウ
イルスの持続的感染  有  ・  無 

最終確認日  年    月    日 

日常生活活動の制限  １日１時間以上の安静臥
が

床を必要とする

ほどの強い倦
けん

怠感及び易疲労感が月７日 

以上ある。 

有  ・  無 

１日に２回以上の嘔
おう

吐あるいは30分以上

の嘔
おう

気が月に７回以上ある。 
有  ・  無 

有痛性筋けいれんが１日に１回以上あ
る。 

有  ・  無 

 
 

 

 

該当個数  個 

 補完的な肝機能診断又は症状に影響する
病歴の有無 

有  ・  無 
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別記第10号様式を次のように改める。 第10号様式（第８条関係） 

 

第          号 

年    月    日 

 

様 

 

高知県知事                    □印  

 

却下決定通知書 

 

年    月    日に申請がありました身体障害者福祉法による身体障害者手帳の

交付については、下記の理由により却下することに決定しましたので、通知します。 

 

記 

 

（理由） 

 

 

 

（教示） 

１  この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

60日以内に、行政不服審査法に基づき高知県知事に対して異議申立てをすることができ

ます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、異議申立てをすることが

できなくなります。）。 

２  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６

箇月以内に、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事に

なります。）提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過した

ときは、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合に

は、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日

の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます（なお、その決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、その決定の日の翌日から起算

して１年を経過したときは、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。）。 
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別記第12号様式から別記第14号様式までを削る。

別記第15号様式中「（第16条関係）」を「（第10条関係）」に

改め、同様式を別記第12号様式とする。

別記第16号様式中「（第17条関係）」を「（第11条関係）」

に、「生育歴」を「成育歴」に改め、同様式を別記第13号様式と

し、同様式の次に次の 3 様式を加える。

第14号様式（第12条関係） 

第          号 

年    月    日 

 

長  様 

 

長  □印  

 

判定書 

 

年    月    日付け      第          号で依頼がありました判定結果及び所

見については、次のとおりです。 

氏
名 

 
男

女 
生年月日  年    月    日 

住
所 

 

 

総
合
判
定
及
び
そ
の
他
意
見 
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医
学
的
判
定 

診断 

 

 

一般的所見 

 

 

精神医学的所見 

 

 

障害程度区分に関する意見 

  判定日            年    月    日  医師名 

心
理
学
的
判
定 

検査結果・観察事項 

 

 

心理学的所見 

 

 

障害程度区分に関する意見 

  判定日            年    月    日  担当者名 

社
会
的
評
価
等 

社会生活能力評価等 

 

 

 

 

障害程度区分に関する意見 

  判定日            年    月    日  担当者名 

 

第15号様式（第13条関係） 

身体障害者生活訓練等事業等    届 

開始又は変更をし
ようとする事業 

種類   

内容   

経営者  氏名（名称）   

  住所（所在地）   

基本約款   

事業の運営の方針 
 
 

職員の職種  職務の内容  職員の定数 

    人 

     

     

合計   

主な職員の氏名 
 
 

主な職員の経歴 
 
 

事業を行おうとす
る区域 

 
 

介助犬訓練事業又
は聴導犬訓練事業
の用に供する施設 

名称   

種類   

所在地   

事業開始の予定年月日又は
変更年月日  年      月      日 

１  上記のとおり身体障害者生活訓練等事業等を開始しますので、身体障害者福祉法第26条第
１項の規定により関係書類を添えて届け出ます。 

２  上記のとおり身体障害者福祉法第26条第１項の規定により届け出た事項を変更しましたの
で、同条第２項の規定により届け出ます。 

年    月    日 

届出者  住所 

（法人の場合は、主たる事務所の所在地） 

氏名                                  ㊞ 

（法人の場合は、名称及び代表者の職・氏名） 

高知県知事  様 

開始
変更
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注  １  この様式の記入に当たっては、別紙（記入要領）を参照してください。 

２  記入事項が多いため、この様式に記入することができないときは、別紙として添え、又は

適宜用紙の枚数を増加し、この様式に準じて作成してください。 

３  開始の届出の場合は、身体障害者福祉法施行規則第13条第２項に規定する書類を添えてく

ださい。 

 

別紙（記入要領） 

 

１  標題の届出名は、開始又は変更のいずれかを○で囲んでください。 

２  変更の届出の場合は、変更しようとする項目だけを記入してください。 

３  複数の種類の身体障害者生活訓練等事業等を開始しようとするときの開始の届出は、それぞれ

の事業の種類ごとに作成してください。 

４  「開始又は変更をしようとする事業」の「内容」欄は、事業者が当該事業により提供する便宜

の種類等その事業の内容を記入してください。 

なお、事業の種類を変更しようとするときは、新たな事業の開始として開始の届出をしてくだ

さい。 

５  「経営者」欄は、当該事業を経営する者が個人である場合はその者の氏名及び住所を、市町

村、社会福祉法人その他の法人である場合はその名称及び当該事業に係る主たる事務所の所在地

を記入してください。 

６  「事業の運営の方針」欄は、当該事業を経営する上で経営者として考えることを明確に記入し

てください。 

７  「事業を行おうとする区域」欄は、市町村の委託を受けて行う場合は、事業を行おうとする区

域のほかに、「委託先」として当該市町村の名称を併せて記入してください。 

８  届出の法令上の根拠を示す欄は、１又は２のいずれかの番号を○で囲んでください。 
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第16号様式（第14条関係） 

身体障害者生活訓練等事業等    届 

廃止又は休止の予定
年月日 

年      月      日 

廃止又は休止の理由   

現に便宜を受けてい
る者に対する措置   

休止予定期間  年    月    日〜            年    月    日 

上記のとおり身体障害者生活訓練等事業等を    しますので、身体障害者福祉法第26条第３

項の規定により届け出ます。 

年    月    日 

届出者  住所 

（法人の場合は、主たる事務所の所在地） 

氏名                                  ㊞ 

（法人の場合は、名称及び代表者の職・氏名） 

高知県知事  様 

注  １  この様式の記入に当たっては、別紙（記入要領）を参照してください。 

２  記入事項が多いため、この様式に記入することができないときは、別紙として添え、又は

適宜用紙の枚数を増加し、この様式に準じて作成してください。 

 

廃止
休止

廃止
休止

別紙（記入要領） 

 

１  標題の届出名及び届出の法令上の根拠を示す欄は、廃止又は休止のいずれかを○で囲んでくだ

さい。 

２  複数の種類の身体障害者生活訓練等事業等を廃止し、又は休止しようとするときの廃止又は休

止の届出は、それぞれの事業の種類ごとに作成してください。 
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別記第17号様式から別記第23号様式までを削る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

告　　　　　　　示

高知県告示第487号

養鶏振興法（昭和35年法律第49号）第 7 条第 1 項の規定に基づ

きふ化業者の登録をしたので、同条第 4 項の規定により次のとお

り告示する。

平成22年 8 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　登録番号

2010−001号

 2 　登録年月日

平成22年 7 月 1 日

 3 　名称及び住所

高知県土佐ジロー協会

高知市五台山5015− 1 

 4 　ふ化場の名称及び所在地

土佐ジロー円行寺孵卵施設

高知市円行寺1773−123

高知県告示第488号

昭和49年10月高知県告示第523号（漁業災害補償法による区域及び区分の定め）の一部を次のよ

うに改正する。

平成22年 8 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

 2 　小型漁船漁業以外の漁業の表中

「高知県甲浦加　高知県漁業協同組合の地区のう　 1 　敷網漁業（総トン数20トン未満の漁船に

入区　　　　　ち旧甲浦漁業協同組合の地区　　　より行う敷網漁業をいう。以下同じ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 　小型かつお漁業（総トン数20トン未満の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漁船により行うかつお一本釣漁業をいう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下同じ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 　小型まぐろ漁業（総トン数20トン未満の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漁船により行うまぐろ延縄漁業をいう。以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下同じ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 　小型かつお・まぐろ漁業（総トン数20ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン未満の漁船により行うかつお一本釣漁業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又はまぐろ延縄漁業をいう。以下同じ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業であって 1 から 4 までに掲げるもの以外

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6 　小型定置漁業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 　大型定置漁業　　　　　　　　　　　　」

を

「高知県甲浦加　高知県漁業協同組合の地区のう　 1 　敷網漁業（総トン数20トン未満の漁船に

入区　　　　　ち旧甲浦漁業協同組合の地区　　　より行う敷網漁業をいう。以下同じ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 　小型かつお漁業（総トン数20トン未満の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漁船により行うかつお一本釣漁業をいう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下同じ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 　小型まぐろ漁業（総トン数20トン未満の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漁船により行うまぐろ延縄漁業をいう。以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下同じ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 　小型かつお・まぐろ漁業（総トン数20ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン未満の漁船により行うかつお一本釣漁業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及びまぐろ延縄漁業を併せ営む漁業をい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う。以下同じ。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業であって 1 から 4 までに掲げるもの以外

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6 　小型定置漁業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 　大型定置漁業　　　　　　　　　　　　」

に、

「高知県室戸第　高知県漁業協同組合の地区のう　 1 　小型まぐろ漁業

　一〃　　　　　ち旧室戸漁業協同組合の地区の　 2 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　のうちの室戸市脇地以東の区域　　業であって主としてきんめ釣りを営む漁業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業であって 1 及び 2 に掲げるもの以外のも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 　大型まぐろ漁業　　　　　　　　　　　」

を

「高知県室戸第　高知県漁業協同組合の地区のう　 1 　小型まぐろ漁業

　一〃　　　　　ち旧室戸漁業協同組合の地区の　 2 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　のうちの室戸市室津及び浮津の　　業であって主としてきんめ釣りを営む漁業

　　　　　　　　区域を除く室戸市脇地以東の区　 3 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　域　　　　　　　　　　　　　　　業であって 1 及び 2 に掲げるもの以外のも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 　大型まぐろ漁業　　　　　　　　　　　」

に、

「高知県室戸第　高知県漁業協同組合の地区のう　 1 　小型まぐろ漁業

　三〃　　　　　ち旧室戸漁業協同組合の地区の　 2 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　のうちの室戸市新村以西の区域　　業であって主としてきんめ釣りを営む漁業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業であって 1 及び 2 に掲げるもの以外のも　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 　大型まぐろ漁業　　　　　　　　　　　」

を

「高知県室戸第　高知県漁業協同組合の地区のう　 1 　小型まぐろ漁業

　三〃　　　　　ち旧室戸漁業協同組合の地区の　 2 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　のうちの室戸市新村以西の区域　　業であって主としてきんめ釣りを営む漁業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業であって 1 及び 2 に掲げるもの以外のも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 　大型まぐろ漁業

　高知県室戸第　高知県漁業協同組合の地区のう　 1 　小型まぐろ漁業

　四〃　　　　　ち旧室戸漁業協同組合の地区の　 2 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　のうちの室戸市室津及び浮津の　　業であって主としてきんめ釣りを営む漁業

　　　　　　　　区域　　　　　　　　　　　　　 3 　総トン数20トン未満の漁船により行う漁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業であって 1 及び 2 に掲げるもの以外のも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 　大型まぐろ漁業　　　　　　　　　　　」

に改める。

高知県告示第489号

　安芸郡馬路村における地籍調査について、国土調査法（昭和26

年法律180号）第 6 条第 3 項の規定により国土調査として指定し

たので、同条第 5 項の規定により次のとおり告示する。

　　平成22年 8 月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

 1 　指定の年月日

　　平成22年 8 月10日

 2 　調査を行う者の名称

　　馬路村

 3 　調査地域

　　安芸郡馬路村馬路の一部

 4 　調査期間

　　平成22年 8 月10日から平成23年 3 月31日まで

高知県告示第490号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律

第57号）第 3 条第 1 項の規定に基づき、次に掲げる土地の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県中

央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成22年 8 月10日

高知県知事　尾﨑　正直

香美市土佐山田町角茂谷地区

( 1 )　標柱を設置した土地の地番

標柱番号

 1 

 2 

 3 

 4 

所在地

香美市土佐山田町角茂谷字追廻シ

〃　　〃　　　　〃　　字ヘンロヤ

〃　　〃　　　　〃　　字藤林

〃　　〃　　　　〃　　字追廻シ

地番

4472− 1 

3080

4489− 4 

4472− 2 

( 2 )　区域

標柱 1 から 4 までを順次に直線で結んだ線及び標柱 4 と 1 

を国道32号線に沿って結んだ線により囲まれた区域内とす

る。ただし、昭和48年 3 月農林省告示第397号で指定した保

安林を除く。

高知県告示第491号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成22年 8 月10日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。
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　　平成22年 8 月10日             

                                  高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　国道

 2 　路　線　名　493号

 3 　道路の区域

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

  　 　 　 

1,770
平成22年 8 月20

日

安芸郡奈半利町字芝崎乙

3504番 2 から

安芸郡北川村野友字木美島

甲94番 1 地先まで
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